
中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付

条例施行規則 

平成１６年１０月２９日 

規則第５７号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資

利息等資金貸付条例（平成１６年中野区条例第３３号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例

による。 

 （貸付けの要件） 

第３条 条例第２条第２号の規則で定める耐震改修工事は、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

⑴  建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３

号）第５条第３項の計画の認定を受けたもの 

⑵  機構融資に関し独立行政法人住宅金融支援機構が定める耐震性

に関する基準に適合するもの 

⑶  居室のみについて耐震性を補強する工事で区長が適当と認める

もの 

２ 条例第２条第４号の規則で定める基準は、住宅及びその敷地に機

構融資に係る抵当権以外の担保権が設定されていないこととする。 

 （資金の使途） 

第４条 条例第３条第２号の規則で定めるものは、次に掲げる経費と

する。 

⑴  機構融資に係る保証料及び事務手数料 

⑵  機構融資に係る抵当権の設定の登記費用 



 （対象者の認定の申請及び決定） 

第５条  条例第４条第１項の 規定による申請は、対象者認定申請 書

（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

⑴  申請者の戸籍の謄本 

⑵  申請者の属する世帯の全員の住民票の写し 

⑶  申請者が居住する住宅が昭和５６年５月３１日以前に建築され

たものであることを確認できる書類 

⑷  機構融資に係る金銭消費貸借抵当権設定契約証書の写し 

⑸  機構融資に係る不動産鑑定の報告書の写し 

⑹  資金の貸付けの担保に供される住宅及びその敷地（以下「担保

物件」という。）に係る登記事項証明書 

⑺  その他区長が必要と認める書類 

２ 区長は、条例第４条第２項の規定により、認定する決定をしたと

きは対象者認定通知書（第２号様式）により、認定しない決定をし

たときは対象者認定申請却下通知書（第３号様式）により申請者に

通知する。 

 （基本契約の締結） 

第６条 条例第５条第１項の規定による基本契約の締結は、別に定め

る金銭消費貸借基本契約書に次に掲げる書類を添えて行わなければ

ならない。 

⑴  借受人及び連帯債務者並びにこれらの者以外の者で資金の貸付

け に 係 る 根 抵 当 権 を 設 定 す る も の （ 以 下 「 物 上 保 証 人 」 と い

う。）の印鑑登録証明書 

⑵  根抵当権設定登記及び所有権移転請求権保全仮登記承諾書 

⑶  第４条各号に掲げる経費に係る領収書の写し（当該経費の支払

のための資金の貸付けを受けようとする場合に限る。） 

⑷  その他区長が必要と認める書類 



 （貸付けの申請及び決定） 

第７条 条例第６条第１項の規定による申請は、貸付申請書（第４号

様式）により行わなければならない。 

２ 区長は、条例第６条第２項の規定により資金の貸付けを決定した

ときは、貸付決定通知書（第５号様式）により申請者に通知する。 

 （根抵当権の極度額） 

第８条 条例第７条第２項の極度額は、機構融資に係る不動産鑑定の

評価額に１００分の６０を乗じて得た額とする。 

２ 前項の極度額に１０，０００円未満の端数があるときは、これを

切り捨てるものとする。 

（償還猶予） 

第９条 条例第１０条の特別の理由は、貸付金の償還のための担保物

件の処分、金融機関からの借入れその他の手続に相当の期間を必要

とする場合（その手続に着手している場合に限る。）とする。 

２ 条例第１０条の規定による貸付金の償還の猶予を受けようとする

者は、償還猶予申請書（第６号様式）により区長に申請しなければ

ならない。 

３ 区長は、前項の規定による申請があった場合において第１項に規

定する特別の理由があると認めるときは、貸付金の償還を猶予する

とともに、償還猶予決定通知書（第７号様式）により申請者に通知

する。 

 （違約金） 

第１０条 条例第１２条第３項の特別の理由は、災害その他借受人及

び連帯債務者の責めに帰することができない理由で区長が特に必要

があると認めるものとする。 

 （届出） 

第１１条 借受人、連帯債務者又は物上保証人が次の各号のいずれか



に該当する場合は、その者（第２号の場合はその親族）は、速やか

にその旨を区長に届け出なければならない。 

⑴  氏名又は住所を変更したとき。 

⑵  死亡したとき。 

⑶  担保物件の価値が減じたとき又はそのおそれがあるとき。 

⑷  基本契約を継続し難い事情が生じたとき。 

 （報告の聴取） 

第１２条 区長は、資金の貸付けに関する事項について必要があると

認めるときは、借受人、連帯債務者及び物上保証人に対し報告を求

めることができる。 

 （補則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに条例第４条第１項の認定を行った資金の貸付けにつ

いては、同日後も、なおその効力を有する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第５８号）  

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  


